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保険料均等割軽減対象の拡大 

 
１ 内容 

  均等割額の５割軽減および２割軽減の対象者を拡大するため、均等割額の 

判定基準を改める。 

⑴ ５割軽減 

軽減対象となる所得基準額について、「330,000円＋260,000円×被保険 

者数」から「330,000円＋265,000円×被保険者数」に改める。 

⑵ ２割軽減 

   軽減対象となる所得基準額について、「330,000円＋470,000円×被保険 

者数」から「330,000円＋480,000円×被保険者数」に改める。 

   

２ 軽減対象の拡大イメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    単身世帯、年金収入の場合 

    判定所得は、５割軽減 330,000＋265,000×1人＝595,000円 

          ２割軽減 330,000＋480,000×1人＝810,000円 
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